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社会福祉施設等への応援職員派遣支援事業（新型コロナウィルス対策) 
の実施について（通知） 

 
 
 このことについて、令和２年３月 10 日付け厚生労働省社会・援護局保護課、

福祉基盤課からの事務連絡（以下、「国事務連絡」）のとおり、本県では標記事業

を実施いたします。 
 本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会福祉施設等で職員の

出勤が困難となった場合に、応援職員の派遣に要する旅費等を県が費用弁償す

るものです。(同一法人内での応援派遣があった場合を含みます。詳細は国事務

連絡をご覧ください。) 
 つきましては、本事業を活用する場合は、別添により必要書類を３月 31日（火）

までにご提出ください。提出は、各施設等の管理者ではなく施設設置法人代表者

からとなりますのでご留意ください。 
 なお、本事業については、令和元年度３月補正予算として今後県議会の採決を

経て実施するもので、３月 31日までの応援派遣が対象となります。ご承知おき

ください。令和２年度に同様の事業を実施するかについては国において調整中

です。 
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